
省エネルギー事業
有限責任事業組合

(構成員：オーナー、テナント)
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テナントビルにおける

LLP活用型省エネルギースキームのご提案

１．テナントビル省エネの課題と解決策

２．ＬＬＰの活用による省エネルギースキーム

80W x 0.7 x 1,000台=56kW
&

年間5,000h点灯
↓

56kW x 5,000h=280,000kWh
x

@¥20/kWh

テナント

オーナー
電気代

¥5,600k/年
電気代

¥5,600k/年

テナントビル専用部の省エネ投資回収の課題

WhWh

専用部照明(一般型:鉄心安定

器)
40W2灯式=80W 1,000台

専用部照明
(インバータ安定器に取替え)

80W x 1,000台=80kW
&

年間5,000h点灯
↓

80kW x 5,000h=400,000kWh
x

@¥20/kWh
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¥8,000k/年

電力会社
電気代

¥8,000k/年

WhWh

確かに支出は 『¥2,400k/年』 削減したが・・・

電力会社

収入 支出 収入 支出

投資額
@¥10,000 x 1,000台

=¥10,000k

投資回収の投資回収の
““当て当て””は？は？

30%の省エネ

ＬＬＰとは

民法組合の特例として、出資者全員の有限責任制を定めた有

限責任事業組合法（ＬＬＰ法）を制定し、３つの特徴を持つ新た

な事業体制度を整備する。

（Ｈ18．5．1施行）

【ＬＬＰの３つの特徴】

① 有限責任制 ・出資者が出資額までしか責任を負わない出資者が出資額までしか責任を負わない。。

② 内部自治原則 ・利益や権限の配分が出資金額の比率に拘利益や権限の配分が出資金額の比率に拘

束されない束されない。。

・取締役会や監査役のような経営者に対する監視機関の設置

が強制されない。

③ 構成員課税 ・ＬＬＰに課税されずに、出資者に直接課税出資者に直接課税され

る。（ＬＬＰに法人課税が課せられた上に、出資者への利益分配

にも課税されるということがない。）

（経済産業省ホームページより）

テナントビルで省エネルギーが進まない理由の一つとして、ビルオーナーとテナントの利益相反
が挙げられます。これを解決する仕組みがLLP省エネルギースキームです。ビルオーナーとテナ
ントが有限責任事業組合（LLP）を組成し、共同で省エネ事業を行います。

組合員であるビルオーナーとテナントは、共同で省エ
ネルギー事業を行います。省エネによるコスト削減メ
リットは、配当として還元されます。

想 定 さ れ る ビ ル オ ー ナ ー の メ リ ッ ト想 定 さ れ る ビ ル オ ー ナ ー の メ リ ッ ト

•専用部への投資をESCOで回収できる事で、従来
は共用部に偏りがちであった省エネ対策を、建物全
体で実施しやすくなる

•老朽化した設備の改修が少ないコストで実現できる
可能性がある

•ESCOを活用する場合の効果検証用データは、テナ
ント自らの活動への情報提供となり、ビルのソフト面
での付加価値となる

•環境省エコアクション21への登録認証や東京都
地球温暖化対策計画書制度等、環境関連の行
政指針・制度への参画機会が広がる

•省エネビルとして、資産価値向上が期待できる

想 定 さ れ る テ ナ ン ト の メ リ ッ ト想 定 さ れ る テ ナ ン ト の メ リ ッ ト

•投資リスクを抑え、光熱費の削減が期待でき、自社
のコスト削減に貢献できる

•会社環境方針・ISO14000等に整合性のある取組が
でき、効果の定量的な情報が入手できる

•自社・行政の省エネルギー対策・施策に対して、テナ
ント単独での検討からビル全体での検討が可能となる

※CO2クレジットの保有権はLLP契約書やESCO契約書で定めることになり、LLP、ESCO事業者
のどちらが保有することも可能です。認証機関は、保有者のCO2クレジットの検証を行います。



LLP-ESCO収支計算（計画時の省エネルギー効果が得られた場合）

④光熱水費
110,528

配当収入 125 配当・管理費収入 625

⑥配当 ⑥配当
（+管理費）

59,017 125 61,489 625

【LLP収支】 【組合員への配当の計算】
収入

　　　光熱水費（テナント） 59,017 　　　運営管理費相当 500 9,229
　　　光熱水費（ﾋﾞﾙｵｰﾅｰ) 61,489 　　　省エネ協力（50%） 125

支出
　　　光熱水費 -110,528 　　　省エネ協力（50%） 125
　　　ESCOサービス費 -9,229

収支 +749 　　　　配当合計 749

　　テナント

　　ビルオーナー

②光熱水費
（ベースライン額）

ESCO事業者

⑤ESCO
サービス料

110,528

③光熱水費
（エネルギー供給会社請求額）

省エネルギー事業有限責任事業組合

エネルギー
供給会社

テナントである組合員 ビルオーナーである組合員

①光熱水費
（ベースライン額）

株式会社ビルディング・パフォーマンス・コンサルティング

住友信託銀行株式会社

株式会社あらたサステナビリティ

株式会社Ｓ－ｎｅｔ

３．省エネルギー事業ＬＬＰの組成手順

４．省エネルギー事業ＬＬＰの収支計算 （Ａビルでの計算例）

① テナントである組合員は、過
年度の光熱水費の実績を参
考に定め合意したベースライ
ン額をLLPに支払う。

② ビルオーナーである組合員も
①と同様。

③ ビルオーナーはエネルギー
供給会社からの光熱水費請
求額をLLPに請求・徴収する。

④ ビルオーナーはエネルギー
供給会社に光熱水費支払う。

⑤ LLPはESCO事業者とESCO
契約を締結し、省エネ達成度
を評価しESCOサービス料を
ESCO事業者に支払う。

⑥ LLPは、ESCO事業の収益を
組合員に配当として配分する。
（ビルオーナーにはLLP運営
管理費もあわせて支払う）

基本方針の策定

ESCO事業者の選定・省エネ診断

省エネ効果試算とベースライン策定

省エネルギーLLPの設立（登記）

省エネ効果配分の合意

ESCO契約の発注・締結

ビルオーナーが省エネルギー事業LLPの組成の考え方をまとめ、

テナント会議等でテナントの賛同を得ます。

信頼できるESCO事業者等に省エネルギー診断を依頼します。

テナント部分の光熱水費削減額の算定も必要なため、守秘義務
協定を結んだ上で課金情報等も提供します。

省エネルギー診断受託者が、ビルオーナー、各テナントそれぞ
れの省エネルギー効果を試算し、ベースライン案を策定します。

省エネルギー診断に基づく省エネルギー効果及びベースライン
について、ビルオーナー・テナント間の協議により合意します。
LLP組成時の利益及びリスク配分についても合意が必要です。

省エネルギー事業LLPの契約書を作成します。将来の排出権取
引等も視野に入れ、CO2削減量の保有・管理もLLPの事業に含

めます。ビルオーナー・テナントで組合総会を開き、省エネル
ギー事業LLPを設立します。

省エネルギー事業LLPがESCO事業者とESCO契約を結びます。

（単位：千円）

（Aビル概要） （検討した省エネルギー対策） （ESCO事業概要）
延床面積 34,000㎡ 照明高効率安定器、高効率誘導灯 シェアード・セイビングス型 9 年契約
建物構造 S造 空調機間欠運転 総工費 74,207 千円
階数 地上18階 駐車場CO濃度制御 補助金（BEMS） 12,381 千円
在館人員数 1,800人 クールビズ／ウォームビズ 省エネ量 -5,436 GJ/年（9.4%）
テナント数 15 大便器着座センサーFV 光熱水費削減額 -9,978 千円/年

一次エネルギー原単位 1,701MJ/㎡年 BEMS 年間利益 749 千円/年
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